
四日市市告示第１９５号 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次

のように定める。 

  令和８年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要綱（平成 30 年四日市市告示第 

106 号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）（略） 

（２） IoT 等活用人材育成事業・副業人

材活用事業  IoT 等を導入し、活用する

ための人材を自社内に育成する事業、又

は外部の副業人材等を活用し、社内のデ

ジタル人材育成等を行う事業をいう。 

（３）から（６）まで（略） 

（補助対象事業） 

第４条  この補助金の対象となる事（以

下「補助対象事業」という。）は、次に 

掲げる事業とする。 

（１） IoT 等活用人材育成事業・副業人

材活用事業 

（２）から（３）まで（略） 

（交付申請） 

第６条 （略） 

２  前項の申請は、１事業者につき１年

度１回限りとする。ただし、第４条第１

号に掲げる事業を申請する事業者に限

（定義） 

第２条  この要綱において、次の各号に

掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１）（略） 

（２） IoT 等活用人材育成事業  IoT 等

を導入し、活用するための人材を自社

内に育成する事業をいう。。 

 

 

（３）から（６）まで（略） 

（補助対象事業） 

第４条  この補助金の対象となる事（以

下「補助対象事業」という。）は、次に 

掲げる事業とする。 

（１）IoT 等活用人材育成事業 

 

（２）から（３）まで（略） 

（交付申請） 

第６条 （略） 

２  前項の申請は、１事業者につき１年

度１回限りとする。 

 



り、同一年度内において、同条第２号又

は第３号に掲げる事業について、それぞ

れ１回に限り申請することができる。 

 

 

 

 

改正後 

別表（第５条関係） 

補助対象事

業 

補助対象経費 
補助率 

補助限度

額 項目 内訳 

第 4 条 第 1

号 に 規 定 す

る事業 

(IoT 等 活 用

人 材 育 成 事

業 ・ 副 業 人

材活用事業) 

講座等参加

費 

補 助 対 象 事 業 遂 行 の た め に

IoT 等の導入に必要な講座等

へ自社の社員等が参加する場

合の参加料 

1/2 以

内 
150 千円 

専門家依頼

経費 

補助対象事業遂行のために依

頼した専門家による IoT 等の

導入にかかる指導を受ける場

合に要する謝金 

副業人材等

の登用にか

かる謝金等 

補助対象事業遂行のために、

外部の副業人材等を活用して

社内のデジタル人材育成等を

行う場合に要する謝金、委託

料又は諸経費 

第 4 条 第 2

号 に 規 定 す

る事業 

(IoT 等 活 用

計 画 策 定 事

業) 

コンサルテ

ィング委託

経費 

補助対象事業遂行のためにコ

ンサルティング会社等と締結

する、 IoT 等の導入にかかる

コンサルティング委託契約に

要する委託料 
2/3 以

内 
800 千円 

専門家依頼

経費 

補助対象事業遂行のために依

頼した専門家による IoT 等の

導入にかかる指導を受ける場

合に要する謝金 

第 4 条 第 3

号 に 規 定 す

る事業 

(IoT 等 本 格

システム開

発委託費 

補助対象事業の実施に必要な

IoT 等の導入にかかるシステ

ムの開発及び設計にかかる委

託費または外注費 

2/3 以

内 
1,000 千円 



導 入 推 進 事

業) 
パッケージ

ソフト導入

費 

補助対象事業のために使用さ

れる IoT 等の導入にかかるパ

ッケージソフトの導入に要す

る経費 

クラウドサ

ービスの導

入・初期費

用  

補助対象事業のために使用さ

れる IoT 等の導入にかかるク

ラウドコンピューティングの

利用に要する経費（ただし、

申 請 年 度 内 に 要 す る 経 費 の

み） 

※機械装置に関する費用は除

く 

コンサルテ

ィング委託

経費 

補助対象事業遂行のためにコ

ンサルティング会社等と締結

する、 IoT 等の導入にかかる

コンサルティング委託契約に

要する委託料 

専門家依頼

経費 

補助対象事業遂行のために依

頼した専門家による IoT 等の

導入にかかる指導を受ける場

合に要する謝金 
 

備考 

1 から 3 （略） 

4 副業人材等の選定及び当該人材の紹介を依頼する人材紹介事業者の選定に当たっ

ては、客観的かつ適切な人材確保を行うため、あらかじめ市と協議のうえ決定する

ものとする。 

 

改正前 

別表（第５条関係） 

補助対象事

業 

補助対象経費 
補助率 

補助限度

額 項目 内訳 

第 4 条 第 1

号 に 規 定 す

る事業 

講座等参加

費 

補 助 対 象 事 業 遂 行 の た め に

IoT 等の導入に必要な講座等

へ自社の社員等が参加する場

1/2 以

内 
150 千円 



(IoT 等 活 用

人 材 育 成 事

業) 

合の参加料 

専門家依頼

経費 

補助対象事業遂行のために依

頼した専門家による IoT 等の

導入にかかる指導を受ける場

合に要する謝金 

第 4 条 第 2

号 に 規 定 す

る事業 

(IoT 等 活 用

計 画 策 定 事

業) 

コンサルテ

ィング委託

経費 

補助対象事業遂行のためにコ

ンサルティング会社等と締結

する、 IoT 等の導入にかかる

コンサルティング委託契約に

要する委託料 
2/3 以

内 
800 千円 

専門家依頼

経費 

補助対象事業遂行のために依

頼した専門家による IoT 等の

導入にかかる指導を受ける場

合に要する謝金 

第 4 条 第 3

号 に 規 定 す

る事業 

(IoT 等 本 格

導 入 推 進 事

業) 

システム開

発委託費 

補助対象事業の実施に必要な

IoT 等の導入にかかるシステ

ムの開発及び設計にかかる委

託費または外注費 

2/3 以

内 
1,000 千円 

パッケージ

ソフト導入

費 

補助対象事業のために使用さ

れる IoT 等の導入にかかるパ

ッケージソフトの導入に要す

る経費 

クラウドサ

ービスの導

入・初期費

用  

補助対象事業のために使用さ

れる IoT 等の導入にかかるク

ラウドコンピューティングの

利用に要する経費（ただし、

申 請 年 度 内 に 要 す る 経 費 の

み） 

※機械装置に関する費用は除

く 

コンサルテ

ィング委託

経費 

補助対象事業遂行のためにコ

ンサルティング会社等と締結

する、 IoT 等の導入にかかる

コンサルティング委託契約に



要する委託料 

専門家依頼

経費 

補助対象事業遂行のために依

頼した専門家による IoT 等の

導入にかかる指導を受ける場

合に要する謝金 
 

備考 

1 から 3（略） 

 

第１号様式及び第２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

年  月  日 

（あて先） 

四日市市長 

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者          

 

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付申請書 

 

 四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要綱第６条の規定に基づき、次の

とおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

（対象事業：□IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 □IoT 等活用計画策定事業 □IoT 等本格導入推進事業）  

 

２ 補助金交付申請額   金           円 

 

３ 添付書類 

 ・四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金事業計画書（第２号様式） 

 ・四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金収支予算書（第３号様式）  

・企業の概要書（会社パンフレット等） 

・法人登記事項証明書 

・定款 

・市税完納証明書  



第２号様式（第６条関係） 

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金事業計画書 

 

１ 申請者の概要 

申

請

者 

氏名又は名称  

代 表 者 名  

所 在 地  

創 業 年 月 日 年  月  日               

資 本 金    円               

従 業 員 数    人               

主たる事業内容 

 

 

 

実
施
場
所 

名 称  

所 在 地  

連

絡

先 

窓 口 担 当 者 

所属  氏名  

電話  FAX  

E-

mail 
 

 

２ 事業概要 

事業実施の背景・目的（自社を取り巻く環境や新たな取組みの必要性など） 

 

 

事業実施に至る課題と解決方法（自社の抱える具体的な課題と解決方法など） 

 

 

 

 



事業の具体的な内容（全体構成図、導入する機器・ソフトウェア、通信方式、

人材育成・副業人材活用の場合は受講予定の講座内容、指導計画、委託する業

務内容や求めるスキル要件など） 

 

 

 

本事業達成により期待される効果（リードタイム短縮、コスト削減、生産性・

品質向上、社内デジタル人材のスキル習得・定着など） 

 

 

 

事業の実施期間 
開始予定日：    年  月  日 

完了予定日：    年  月  日 

他の補助金の受入・申請状

況 

□無し  

□有り  ※有りの場合は詳細を下記に記載 

他の補助金の詳細（補助金名称、交付元、対象経費など） 

 

 

３ 事業工程表 

実施項目 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

             

             

             

             

※  実施項目ごとの予定を       で示してください。 

 

 

 



第４号様式から第８号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

  第  号 

         

住 所         

名 称         

代表者         

 

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補

助金については、四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要綱第７条の規定

に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

  年  月  日 

四日市市長       

 

記 

 

１ 補助事業名 

（対象事業：□IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 □IoT 等活用計画策定事業 □IoT 等本格導入推進事業） 

 

２ 補助金交付金額   金           円 

 

３ 補助金交付の条件 

 (1) 四日市市補助金交付規則及び四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付

要綱の規定を遵守すること。 

 (2) この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しなければならな

い。 

 (3) この補助金の交付については、後日市が報告を求め、調査を行うことがある。  

 

 

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

  第  号 

    

住 所         

名 称         

代表者         

 

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金不交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補

助金については、下記のとおり交付できませんので通知します。 

 

  年  月  日 

四日市市長       

 

記 

 

１ 補助事業名 

（対象事業：□IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 □IoT 等活用計画策定事業 □IoT 等本格導入推進事業） 

 

２ 不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第８条関係） 

年  月  日 

（あて先） 

四日市市長 

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者          

 

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金計画変更承認申請書 

 

    年  月  日付け  第  号で交付決定通知のあった四日市市中小企業

IoT 等活用促進事業について下記のとおり計画を変更したいので、四日市市中小企業

IoT 等活用促進事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき承認されたく申請します。  

 

記 

 

１ 補助事業名 

（対象事業：□IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 □IoT 等活用計画策定事業 □IoT 等本格導入推進事業） 

 

２ 補助金変更申請額   金          円 

 

３ 変更の理由 

 

４ 変更の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第９条関係） 

 第  号 

 

住 所         

名 称         

代表者         

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金変更決定通知書 

 

   年  月  日付け  第  号で交付決定し、  年  月  日付けで計

画変更承認申請のあった四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業の計画変更を承認した

ので、四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要綱第９条の規定に基づき、

下記のとおり通知します。 

 

  年  月  日 

四日市市長       

 

記 

 

１ 補助事業名 

（対象事業：□IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 □IoT 等活用計画策定事業 □IoT 等本格導入推進事業） 

 

２ 補助金変更決定額   金          円 

 

３ 計画変更の内容 

 

４ 条件 

 (1) 四日市市補助金交付規則及び四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付

要綱の規定を遵守すること。 

 (2) この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しなければならな

い。 

 (3) この補助金の交付については、後日市が報告を求め、調査を行うことがある。 

 

 

 

 



第８号様式（第１０条関係） 

年  月  日 

（あて先） 

四日市市長 

（申請者）         

住 所          

名 称          

代表者          

 

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金実績報告書 

 

    年  月  日付け  第  号で交付決定を受けた四日市市中小企業 IoT

等活用促進事業を完了したので、四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要

綱第１０条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

（対象事業：□IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 □IoT 等活用計画策定事業 □IoT 等本格導入推進事業） 

 

２ 事業内容 

   別紙 四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金事業報告書（第９号様式）

のとおり 

 

３ 添付書類 

・四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金事業報告書（第９号様式） 

・四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金収支決算書（第１０号様式） 

・補助対象経費に係る支出証拠書類の写し（補助対象経費に係る契約書（契約を

締結した場合に限る。）、請求書、領収書（口座振替済通知書）等の写し） 

・事業実施の成果物の写し又は実施状況が分かる写真や資料等  

 

 

 

 



第１１号様式及び第１２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１１号様式（第１１条関係）  

第  号 

 

住 所         

名 称         

代表者         

 

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付確定通知書 

 

    年  月  日付け  第  号 で交付決定した四日市市中小企業 IoT 等

活用促進事業については、四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要綱第１

１条の規定に基づき、下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

  年  月  日 

四日市市長       

 

記 

 

１ 補助事業名 

（対象事業：□IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 □IoT 等活用計画策定事業 □IoT 等本格導入推進事業） 

 

２ 確定補助金額    金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１２条関係） 

年  月  日 

（あて先） 

四日市市長 

（申請者） 

住 所          

名 称          

代表者         

（代表者の署名又は記名押印） 

 

四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金請求書 

 

 四日市市中小企業 IoT 等活用促進事業補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、下

記のとおり補助金を請求します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

（対象事業：□IoT 等活用人材育成事業・副業人材活用事業 □IoT 等活用計画策定事業 □IoT 等本格導入推進事業） 

 

２ 補助金額   金          円 

 

 ＜振込先＞ 

 

 金融機関名  
           銀行        支店  

          （金庫）       （支所）  

 

１普通・総合    ２当座   ９その他（      ）  

口座番号    

口座名義  

（フリガナ）  
  

 

 

 



附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

（商工農水部工業振興課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


